
議案第３０号 

  

   前橋市空家等対策の推進及び空家等の活用の促進に関する条例の改正につ 

いて 

  

  令和６年３月１４日提出 

                        前橋市長 小 川   晶   

  

  

   前橋市空家等対策の推進及び空家等の活用の促進に関する条例の一部を改 

   正する条例 

  

 前橋市空家等対策の推進及び空家等の活用の促進に関する条例（平成２７年前橋市

条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「第３条」を「第５条」に改める。 

第８条第１項中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

第９条第１項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

第１２条第１項中「第１３条」を「第１５条」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


